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上記事項につきましては、法令および当社定款第 16 条の規定に基づき、書面交

付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。 

なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆

様に電子提供措置事項から上記事項を除いたものを記載した書面を一律でお送

りいたします。 



業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況の概要 

 

 「取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

その他株式会社の業務並びに当該株式会社およびその子会社から成る企業集団の

業務の適正を確保するために必要な体制の整備」（いわゆる内部統制システムの

構築）の基本方針および当事業年度における運用状況の概要は以下のとおりであ

ります。 

  

（１）取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保する

ための体制 

 

①  取締役および使用人は、「開拓者精神を貫き 社会に貢献しよう」の社是の

もと、「企業行動指針」およびその「実行の手引き」を行動規範として、誠実

に職務を執行しなければならない。 

② コンプライアンス体制の構築は、企業行動委員会において行う。 

 必要に応じ、各部門において所管業務に係るガイドラインを策定し、コンプラ

イアンスの推進を図るものとする。 

③ 取締役は、取締役会において自らの職務執行状況を適切に報告するととも

に、各取締役の職務の執行を相互に監視・監督する。 

 重大な法令・定款違反の事実を発見した場合は、速やかに監査役に報告しなけ

ればならない。 

 取締役会においては、内部統制に関する事項を定例的議題として取り扱うこと

とし、継続的に改善を実施するものとする。 

④ 監査役は、内部統制システムの有効性について監査を行う。 

 重大な法令・定款違反の事実を発見した場合は、速やかに代表取締役または取

締役会に報告しなければならない。 

⑤ 内部監査部門は、内部統制構築のモニタリングを行い、法令遵守体制の整備

状況を検証するものとする。 

⑥ 通報相談窓口を社内外に設置し、これを適切に運用し、自ら不正を正す環境

を整備するものとする。 

 

（２）損失の危険の管理に関する体制 

 

① リスク管理体制の構築は、リスク管理推進委員会で行うこととする。 

② リスク管理は、各部門が所管業務のリスクを管理することを基本とする。 
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  取締役および使用人は、リスクを最小限に止めるため、各業務規程、事務実

施要領（マニュアル）等に定める手順により、業務を執行しなければならない。 

③ 内部監査部門は、実地監査を通じリスク管理体制の整備状況を検証するもの

とする。 

④ 万一、不測の事態が発生した場合には、危機管理委員会を開催し、社長を本

部長とする緊急対策本部を設置して、迅速な対応を行い、損失を最小限に止める

こととする。 

 

（３）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

 

① 取締役会は、原則として毎月１回開催する。また、必要に応じ臨時取締役会

を開催し、機動的な意思決定を行うこととする。 

② 取締役および執行役員は、経営会議を開催し、当社経営に関する重要事項に

ついて報告、審議を行うこととする。 

③ 取締役および執行役員はＷＥＢ会議を機動的に開催し、経営戦略上の重要事

項について随時検討を行い、取締役会および経営会議の効率的な運営を図ること

とする。 

 また、取締役および執行役員は、コンプライアンスおよびリスク管理に関する

事項について随時検討を行い、内部統制システムの構築を機動的に行うこととす

る。 

④ 取締役会の決定に基づく業務執行は、事務分掌規程、職務権限規程、会議体

規程および各業務規程等を通じ定められた執行手続に従い、適正かつ効率的に行

わなければならない。 

⑤ 取締役会の諮問機関として、取締役会が選定した３名以上の取締役から成る

委員で構成し、その過半数を社外取締役とする指名・報酬委員会を設置し、取締

役、監査役および執行役員の指名・報酬等の決定に係る公平性、透明性および客

観性を高める。 

 

（４）取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

 

① 取締役の職務執行に係る情報は、取締役会規程および文書保存年限規程に基

づき、保存する。 

② 取締役会議事録は、10 年間本社に備え置き、閲覧の用に供する。 

③ その他の文書の保存は、文書保存年限規程において定める文書毎の標準保存

年限による。 
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（５）当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための

体制 

 

① 「企業行動指針」の遵守をグループ会社に適用することにより、企業集団に

おける業務の適正を確保することとする。 

② グループ会社は、企業行動委員会、リスク管理推進委員会等の内部統制会議

に出席し、コンプライアンスおよびリスク管理に関する体制の整備を図るものと

する。 

③ グループ会社の経営管理は、グループ会社担当部署を通じて行い、自主性を

損なわない範囲内で、経営指導を行うこととする。 

④ グループ会社の職務の執行は、各種規程を通じ定められた執行手続に従い、

適正かつ効率的に行わなければならない。 

⑤ 監査役は、グループ会社の監査役と密接な連携を保ち、効果的な監査を実施

するものとする。 

⑥ 当社の内部監査部門は、グループ会社の内部監査を実施する。 

⑦ 当社取締役が、グループ会社における法令・定款違反その他コンプライアン

スに関する重要な事項を発見した場合は、速やかに当社監査役に報告しなければ

ならない。 

⑧ グループ会社において、当社からの経営管理、経営指導内容が法令・定款に

違反すると判断した場合は、速やかに当社監査役に報告するものとする。 

⑨ 当社取締役会において、グループ会社に関する事項を定例的議題として取り

扱い、担当取締役がグループ会社における取締役等の職務の執行に係る事項につ

いて報告するものとする。 

 

（６）監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制および当該使用人の取締役

からの独立性並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 

 

① 監査役から、職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合は、監査

役と協議のうえ、当社使用人から監査役補助者を任命することとする。 

 監査役補助者の任命、解任、人事異動は、監査役会の同意を得たうえで、代表

取締役が決定することとし、取締役からの独立性を確保するものとする。 

② 監査役補助者は、内部監査担当部署を除き、原則として業務の執行に係る役

職を兼務しないものとする。 

③ 監査役補助者は、監査役が指示した補助業務については、監査役の指揮命令

に従うものとする。 
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（７）監査役への報告に関する体制および報告をしたことを理由として不利な取

扱いを受けないことを確保するための体制 

 

① 取締役および使用人は、会社の業務または業績に重要な影響を与える事項に

ついて、監査役に速やかに報告するものとする。 

② 前項にかかわらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役および使用人に

対して報告を求めることができるものとする。 

③ 通報相談窓口を適切に運用することにより、法令違反その他のコンプライア

ンス上の問題について、監査役への適切な報告体制を確保するものとする。 

④ グループ会社の取締役、監査役および使用人またはこれらの者から報告を受

けた者は、グループ会社の業務または業績に重要な影響を与える事項について、

速やかに当社監査役に報告するものとする。 

⑤ 監査役へ報告を行ったこと、または通報相談窓口により通報を行ったことを

理由に不利益な取り扱いをしてはならない。 

 

（８）監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制および監査役

の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 

 

① 監査役と代表取締役は、定期的に会合をもち、会社が対処すべき課題、監査

上の重要課題について意見を交換し、相互認識を深めるものとする。 

② 監査役と会計監査人は、定期的に会合をもち、監査上の重要課題について意

見を交換し、相互認識を深めるものとする。 

③ 監査役と内部監査部門が緊密な連携を保つことにより、効率的かつ実効的な

監査を実施することとする。 

④ 監査役がその職務の執行について、費用の前払いまたは償還の請求をしたと

きは、当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを

拒むことはできない。 
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（９）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 

 

① 取締役の職務執行については、取締役会を 14 回開催し、法令・定款に定め

られた事項および経営に関する重要事項を審議決定するとともに、各取締役から

職務執行に関する報告を受け、相互に職務執行の監督を行うほか、内部統制に関

する事項の確認を行っております。また、経営および各業務運営管理に関して報

告・審議するために取締役および執行役員で構成される経営会議を原則月１回開

催し、経営上の重要な事項等の検討を行っております。 

 また、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置し、取締役、

監査役および執行役員の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスに社外取締役の

適切な関与・助言を得ることにより、公平性、透明性および客観性を担保し、取

締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図っておりま

す。 

② 監査役会の職務執行については、監査役会を 12 回開催し、監査方針および

監査計画を協議決定し、これに基づいた監査を実施しております。また、代表取

締役、会計監査人および内部監査室と定期的に情報交換・意見交換を行い、取締

役の職務執行、法令・定款等の遵守、内部統制の整備状況等を確認しておりま

す。 

③ 内部監査については、内部監査室が、財務報告に係る内部統制の有効性評価

を含め、監査計画に基づいて監査を行っております。 

④ 法令遵守、リスク管理等については、企業行動委員会、リスク管理推進委員

会等を定期的に開催し、コンプライアンスに対する意識向上を図るとともに、危

機管理における具体的な対応について検討を行っております。 
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会社の支配に関する基本方針 

 

 当社は、「開拓者精神を貫き 社会に貢献しよう」の社是のもと、北海道寒地

農業の振興と国内甘味資源自給率確保の社会的使命を企業理念として、主業のビ

ート糖事業を中心に公益性の高い事業を営んでおります。 

 甜菜（ビート）は、北海道の畑作農業において欠くことのできない基幹作物の

一つであり、ビート糖事業には原料生産者をはじめ多くのステークホルダーが存

在しており、企業利潤追求の枠を超えて、長期的かつ安定的に事業を継続するこ

とが求められております。 

 ビート糖事業は、天候に大きく左右されることはもとより、砂糖の国際価格の

変動や、ＷＴＯ（世界貿易機関）、ＥＰＡ（経済連携協定）・ＦＴＡ（自由貿易協

定）等、様々な国境措置の帰趨に大きく影響を受ける状況となっており、今後予

想される厳しい企業環境を見据え、財務体質の強化と事業基盤の拡大を図ってい

かなければなりません。 

 したがいまして、当社は、当社の財務および事業の決定を支配する者は、事業

の社会性を考慮したうえ、様々なステークホルダーとの信頼関係を維持し、当社

の企業価値ひいては株主共同の利益を、中長期的に確保・向上させる者でなけれ

ばならないと考えております。 

 一方、利得権益獲得のみを追求して大量買付け行為を行う者、あるいは中長期

的な経営方針に関する情報を充分提供せずに大量買付け行為を行う者は、当社の

財務および事業の方針の決定を支配する者として適切ではないと考えます。 

 なお、「会社を支配する者のあり方」は、最終的には、当社の経営基本方針と

大量買付け行為を行う者の経営方針を勘案のうえ、株主の皆様の判断により決定

されるべきものと考えておりますので、現時点では具体的な買収防衛策は導入い

たしません。 

 ただし、株主の皆様が判断するに当たり、大量買付け行為を行う者が、必要な時

間と充分な情報を提供しない場合等は、相当な対抗措置を講ずる必要があります

ので、買収防衛策の導入について今後とも検討を続けてまいります。 
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から

まで

（単位：百万円）

当期首残高

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当

親会社株主に帰属する当期純利益

自己株式の取得

自己株式の処分

連結会計年度中の変動額合計

当期末残高

当期首残高

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当

親会社株主に帰属する当期純利益

自己株式の取得

自己株式の処分

連結会計年度中の変動額合計

当期末残高

※　記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

２ ０ ２ ４ 年 ４ 月 １ 日

２ ０ ２ ５ 年 ３ 月 31 日

13,185 △5 1,012 

その他の包括利益累計額

14,192 73,829 

202 △12 100 290 1,294 

株主資本以外の項目の変動額（純額） 202 △12 100 290 290 

8 

△1,001 

2,703 

△706 

12,982 7 912 13,902 72,535 

その他

有価証券

評価差額金

退職給付

に係る

調整累計額

純資産

合　計
繰延ヘッジ
損　　　益

その他の
包括利益

累計額合計

2 1,997 △995 

59,637 

1,004 

△5,720 

2,703 

6 8 

△1,001 

- 

2,703 

8,279 8,415 48,662 

△1,001 

△706 △706 

△4,724 58,632 

株主資本
合　　計

株主資本

自己株式

株主資本以外の項目の変動額（純額）

資本金 資本剰余金 利益剰余金

8,279 8,413 46,664 

2 
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Ⅰ．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記

１．連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 4社

連結子会社の名称 十勝鉄道株式会社、スズラン企業株式会社、ニッテン商事株式会社

サークル機工株式会社

(2) 非連結子会社の名称

士別スズランファーム株式会社

連結の範囲から除いた理由

　非連結子会社は、小規模会社であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであり

ます。

２．持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した関連会社数 1社

会社等の名称 とかち飼料株式会社

(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称

（非連結子会社） 士別スズランファーム株式会社

（関連会社） てん菜原料糖株式会社

持分法を適用しない理由

　持分法を適用していない会社は、それぞれ当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

(3) 他の会社等の議決権の20％以上、50％以下を自己の計算において所有しているにもかかわらず関連

会社としなかった当該他の会社等の名称

ホクト商事株式会社

関連会社としなかった理由

　当社の100％子会社であるニッテン商事株式会社は当該他の会社の議決権の22.7%を所有しており

ますが、経営に参加していないことから、財務及び経営方針について全く影響を与えておらず、か

つ、同社の仕入取引において上記子会社との取引割合も僅少であるためであります。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度末日と連結決算日は一致しております。

４．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

　時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等

　移動平均法による原価法

② デリバティブ

時価法

連 結 注 記 表
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③ 棚卸資産

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

商品及び製品、仕掛品

　主として総平均法

原材料及び貯蔵品

　月別総平均法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法によっております。

　ただし、1998年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年４月１日以降

に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法によっております。

　ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間(５年)に基づ

く定額法によっております。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

　債権の取立不能に備えるため下記のとおり計上しております。

一般債権

　貸倒実績率法によっております。

貸倒懸念債権等

　財務内容評価法によっております。

② 役員退職慰労引当金

　連結子会社の役員の退職慰労金の支出に備えるため、会社所定の基準に基づく期末要支給見込

額を計上しております。

(4) 収益及び費用の計上基準

　当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の

内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであり

ます。

　当社グループは、主力の砂糖を始め、イースト、オリゴ糖等食品素材、配合飼料、紙筒、農業機

材等の販売を行っております。通常、各製品の顧客への納品時点において、顧客が当該製品に対す

る支配を獲得することから、当該製品の顧客への納品時点で履行義務が充足されると判断し、収益

を認識しております。

　なお、対価は製品の納品後、通常、短期のうちに受領しており、契約に重要な金融要素は含まれ

ておりません。また、一部の取引において、製品の販売促進を目的として、製品の販売数量等に基

づき一定のリベートを顧客に支払いしており、支払金額又は支払が見込まれる金額は取引価格より

減額しております。

(5) その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

① ヘッジ会計の方法

　原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予約が付されている外貨建金銭債権

債務等については、振当処理を行っております。
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② 退職給付に係る会計処理の方法

　退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に

基づき、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を計上しております。なお、退職給付債務

の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、

給付算定式基準によっております。

　過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(14年)による定額

法により費用処理しております。

　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数(14年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理する

こととしております。

　未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部

におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

Ⅱ．会計上の見積りに関する注記

会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会

　計年度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

有形固定資産 百万円

無形固定資産 百万円

減損損失 百万円

当社グループは、原則として、事業用資産については、継続的に収支の把握を行っている管理会計上の

　区分を考慮し、賃貸用不動産及び遊休資産については、個別の物件単位でグルーピングを行っております。

減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの

　総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定します。判定の結果、割引前将来

　キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回り減損損失の認識が必要とされた場合、帳簿価額を回収可能

　価額（正味売却価額又は使用価値のいずれか高い価額）まで減額し、帳簿価額の減少額を減損損失として

　計上しています。

使用価値は、経営者により承認された中期経営計画の基礎となった事業計画に基づき算定し、正味売却

　価額は不動産鑑定評価額もしくは固定資産税評価額等に基づき算定しています。

使用価値の算出の前提とする事業計画等の仮定は不確実性が高く、今後経営環境等の変化により前提条

　件や仮定に変動が生じた場合や、正味売却価額について不動産価額の著しい下落等により見直しが必要と

　なった場合には、翌連結会計年度において、減損損失の計上が必要となる場合があります。

20,242

1,557

5,679
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Ⅲ．連結貸借対照表に関する注記

１．担保に供している資産及び担保に係る債務

(1) 担保に供している資産

建物 百万円

土地 百万円

投資有価証券 百万円

　計 百万円

(2) 担保に係る債務

預り敷金保証金 百万円

長期借入金（一年内返済予定を含む） 百万円

従業員預り金 百万円

　計 百万円

２．有形固定資産の減価償却累計額 百万円

３．固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額

国庫補助金等の受入によるもの 百万円

４．保証債務

関連会社の金融機関からの借入債務に対し、保証を行っております。

とかち飼料株式会社 百万円

５．非連結子会社及び関連会社に対する投資

各科目に含まれている関連会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券(株式） 百万円

（うち、共同支配企業に対する投資の金額 百万円）

Ⅳ．連結損益計算書に関する注記

１．通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下げ額

　売上原価 百万円

※うちビート糖事業における棚卸資産に係る簿価切下げ額

　売上原価 百万円

※ビート糖事業における棚卸資産の貸借対照表計上額

　商品及び製品 百万円

　仕掛品 百万円

２．固定資産売却益

　主に、東京都港区三田の本社ビル土地、建物の売却によるものです。

Ⅴ．連結株主資本等変動計算書に関する注記

１．当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数

普通株式 株

２．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

6,320 

1,583 

１株当たり
基準日 効力発生日

種類 額（百万円） 配当額（円）

株式

2,052 

180 

31 

4,527 

3,233 

80,731 

1,608 

48 

2024年６月28日

1,262 

395 

15,325,642 

決議
株式の 配当金の総

309 

3 

 2024年６月27日 普通
706 55

1,572 

20,501 

5,341 

 定時株主総会

2024年３月31日
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(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

　2025年６月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案し

ております。

①配当金の総額 百万円

②１株当たり配当額 円

③基準日

④効力発生日

　なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

Ⅵ．金融商品に関する注記

１．金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資

金を調達しております。

　営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿っ

てリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については定期

的に時価の把握を行っております。

　デリバティブ取引は、外貨建ての営業債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした

先物為替取引等であり、社内規程に従い、実需の範囲内で行うこととしております。

２．金融商品の時価等に関する事項

　2025年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで

あります。 （単位：百万円）

（*1）「現金及び預金」「受取手形」「電子記録債権」「売掛金」「有価証券」「買掛金」「短期借入

金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するもので

あることから、記載を省略しております。

（*2）市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額622百万円）は、「投資有価証券」には含めてお

りません。

（*3）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つの

レベルに分類しております。

　　レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した

　時価

　　レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算

　定した時価

　　レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ

れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

48               

△7              

48               

△7              

24,833           24,833           

-                

-                

-                

-                

差額時価連結貸借対照表計上額

-                

　2025年６月30日

80

負債計

投資有価証券

48               48               長期借入金（１年内返済予定を含む）

24,833           24,833           　その他有価証券

デリバティブ取引（*3）

資産計

　2025年３月31日

996 
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投資有価証券

　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その

時価をレベル１の時価に分類しております。

長期借入金（１年内返済予定を含む）

　固定金利によるものの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利

率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

　変動金利によるものの時価は、短期間で市場金利を反映し、また、当社グループの信用状態は実行後

大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額に近似するため当該帳簿価額によっており、レベル２

の時価に分類しております。

デリバティブ取引

　為替予約の時価は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル２の時価に

分類しております。

Ⅶ．賃貸等不動産に関する注記

１．賃貸等不動産の状況に関する事項

　当社及び一部の子会社では、東京都その他の地域において、賃貸用オフィスビル、賃貸商業施設を所

有しております。なお、その一部を当社及び一部の子会社が使用しているため、賃貸等不動産として使

用される部分を含む不動産としております。

２．賃貸等不動産の時価に関する事項

（注１）連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額で

あります。

（注２）当連結会計年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額

（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）であります。また、契約により取り決められた

一定の売却価額がある場合には、当該売却予定価額を時価としております。

Ⅷ．1株当たり情報に関する注記

１．１株当たり純資産額

２．１株当たり当期純利益

Ⅸ．収益認識に関する注記

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）

顧客との契約から生じる収益

その他の収益

外部顧客への売上高

(注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、貨物輸送、石油類の販売及びス

ポーツ施設の営業等を含んでおります。

２．収益を理解するための基礎となる情報

　「Ⅰ．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記」の「４．会計方針に関する

事項」の「(4)収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

42,897 2,700 64,796

-    -    

報告セグメント

42,897

砂糖 食品 飼料 農業資材 不動産 計

その他
(注)

合計

63,509

1,287

2,700

1,233

563              

5,928 円 75 銭

215 円 15 銭

1,124

53

1,177

62,384

63,618

-    3,92812,858

1,2333,92812,858

1,233-    -    

176              

時価

19,613           

賃貸等不動産として使用
される部分を含む不動産

賃貸等不動産

（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額

6,477            
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Ⅹ．その他の注記

１．減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

(1) 減損損失を認識した資産グループ

百万円

土地 北海道砂川市 百万円

(2) 減損損失の認識に至った経緯

　ビート糖関連施設につきましては、生産者の高齢化や労働力不足、肥料価格高騰、2023年度産原

料てん菜の低糖分による減収等の影響により、てん菜生産者の作付意欲が低下し、作付面積の減少

傾向が続いていることに加え、近年の天候不順に伴う不安定な原料品質やウクライナ情勢等の影響

による補助材料の価格高騰により製造コストが増加し、継続的に営業損益がマイナスとなっている

ことから減損の兆候が認められております。当連結会計年度において減損の認識の要否について判

定を行った結果、割引前営業キャッシュフローの総額が資産の帳簿価額を下回ったため、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額を特別損失に計上しました。

　賃貸用不動産につきましては、今後の使用が見込まれないことから、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を特別損失に計上しました。

(3) 減損損失の内訳

 （ビート糖関連施設）

建物及び構築物

機械装置及び運搬具

建設仮勘定

その他の有形固定資産 40

無形固定資産

合計

 （賃貸用不動産）

土地

(4) 資産のグルーピングの方法

　当社グループは、原則として、事業用資産については継続的に収支の把握を行っている管理会計上

の区分を考慮し、賃貸用不動産及び遊休資産については個別の物件単位でグルーピングを行っており

ます。

(5) 回収可能価額の算定方法

　ビート糖関連施設の回収可能価額につきましては正味売却価額を使用しており、時価の算定にあた

っては不動産鑑定評価額等を勘案のうえ、算定しております。

　賃貸用不動産の回収可能価額につきましては正味売却価額を使用しており、時価の算定にあたって

は固定資産税評価額を勘案のうえ、算定しております。

種類 金額

13 百万円

種類 金額

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

5,666 百万円

13

減損損失

2,374

3,043

123

84

用途 種類 場所

5,666ビート糖関連施設
建物、構築物、
機械装置及び運
搬具等

賃貸用不動産

北海道河西郡芽室町
北海道網走郡美幌町
北海道士別市
千葉県千葉市

- 14 -



から

まで

（単位：百万円）

当期首残高

事業年度中の変動額

剰余金の配当

当期純利益

自己株式の取得

自己株式の処分

事業年度中の変動額合計

当期末残高

当期首残高

事業年度中の変動額

剰余金の配当

当期純利益

自己株式の取得

自己株式の処分

事業年度中の変動額合計

当期末残高

（注）　その他利益剰余金の内訳については、下記のとおりであります。

（単位：百万円）

当期首残高

事業年度中の変動額

取　崩

積　立

剰余金の配当

当期純利益

自己株式の処分

事業年度中の変動額合計

当期末残高

※　記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

1,027 

△4,998 

株主資本

株主資本
合　　　計

自己株式

213 1,273 

株主資本以外の項目の変動額（純額） 225 △12 213 

52,282 12,520 7 

△1,001 

6 

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

資本金

2025 年 ３ 月 31 日

利益剰余金

資本準備金

合 計

利 益そ の 他

8,404 8,279 2,069 8,413 

2 

株主資本以外の項目の変動額（純額）

△1,001 

合　　計

△706 

40,512 

△5,720 

ヘ ッ ジ

繰 延

53,556 

225 

42,581 

- 

12,741 

1,487 

66,297 

△1,001 

10 

△706 

2,973 

2 - 2 

資本剰余金

株主資本

そ の 他

資 本

剰 余 金

2024 年 ４ 月 １ 日

40,314 

剰 余 金

8 

剰 余 金

利益準備金

資 本

利 益 剰 余 金

38,244 

合 計

- 

64,810 

8,279 

12,527 

12,746 

8 

評価差額金

8,404 8,415 2,069 

△995 

評価・換算差額等

そ の 他

有 価 証 券

△4,724 

△5 

評価・換算
差額等合計

配当準備
積立金

設備拡張
積立金

買換資産
圧縮積立金

- 

2,700 1,200 1,887 18,516 12 

△1,703 

12,225 

- 

2,700 

- 

1,200 

1,371 

3,258 

- 

18,516 

△9 

3 

2 

2,389 

△1,018 △9 

13,929 

△12 

213 

2,973 

2,267 

純資産

損 益

2,267 

特別償却
準備金

8 

別途積立金

- 

△706 

2,973 

△706 

2,973 2,973 

△706 

2,973 

△706 

- 

2,267 

40,512 

繰越利益
剰余金

固定資産

圧縮特別

勘定積立金

- 

2,608 

2,608 

2,608 

その他

利益剰余金

合　　計

38,244 

- 
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Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

２．デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法

３．棚卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

(1) 商品及び製品、仕掛品

総平均法

(2) 原材料及び貯蔵品

月別総平均法

４．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法によっております。

　ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに2016年４月１日以降

に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法によっております。

　ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく

定額法によっております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

５．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

　債権の取立不能に備えるため、下記のとおり計上しております。

一般債権

　貸倒実績率法によっております。

貸倒懸念債権等

　財務内容評価法によっております。

個 別 注 記 表
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(2) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。なお、退職給付債

務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付

算定式基準によっております。

　過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(14年)による定額法

により費用処理しております。

　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

(14年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度より費用処理することとして

おります。

６．収益及び費用の計上基準

　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履

行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

　当社は、主力の砂糖を始め、イースト、オリゴ糖等食品素材、配合飼料、紙筒、農業機材等の販

売を行っております。通常、各製品の顧客への納品時点において、顧客が当該製品に対する支配を

獲得することから、当該製品の顧客への納品時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識し

ております。

　なお、対価は製品の納品後、通常、短期のうちに受領しており、契約に重要な金融要素は含まれ

ておりません。また、一部の取引において、製品の販売促進を目的として、製品の販売数量等に基

づき一定のリベートを顧客に支払いしており、支払金額又は支払が見込まれる金額は取引価格より

減額しております。

７．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) ヘッジ会計の方法

　原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予約が付されている外貨建金銭債権債

務等については、振当処理を行っております。

(2) 退職給付に係る会計処理

　退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結計算書

類におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
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Ⅱ．会計上の見積りに関する注記

会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る

　計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

有形固定資産 百万円

無形固定資産 百万円

減損損失 百万円

当社は、原則として、事業用資産については、継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分を考

　慮し、賃貸用不動産及び遊休資産については、個別の物件単位でグルーピングを行っております。

減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの

　総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定します。判定の結果、割引前将来

　キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回り減損損失の認識が必要とされた場合、帳簿価額を回収可能

　価額（正味売却価額又は使用価値のいずれか高い価額）まで減額し、帳簿価額の減少額を減損損失として

　計上しています。

使用価値は、経営者により承認された中期経営計画の基礎となった事業計画に基づき算定し、正味売却

　価額は不動産鑑定評価額もしくは固定資産税評価額等に基づき算定しています。

使用価値の算出の前提とする事業計画等の仮定は不確実性が高く、今後経営環境等の変化により前提条

　件や仮定に変動が生じた場合や、正味売却価額について不動産価額の著しい下落等により見直しが必要と

　なった場合には、翌事業年度において、減損損失の計上が必要となる場合があります。

Ⅲ．貸借対照表に関する注記

１．担保に供している資産及び担保に係る債務

(1) 担保に供している資産

建物 百万円

土地 百万円

投資有価証券 百万円

　計 百万円

(2) 担保に係る債務

預り敷金保証金 百万円

長期借入金（一年内返済予定を含む） 百万円

従業員預り金 百万円

　計 百万円

２．有形固定資産の減価償却累計額 百万円

３．固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額

国庫補助金等の受入によるもの 百万円

４．保証債務

関係会社の金融機関からの借入債務に対し、保証を行っております。

とかち飼料株式会社 百万円

５．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 百万円

長期金銭債権 百万円

短期金銭債務 百万円

長期金銭債務 百万円14 

6,302 

48 

1,608 

31 

3,233 

4,527 

1,262 

2,052 

1,468 

200 

3,919 

77,446 

180 

395 

5,679

19,214

1,547
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Ⅳ．損益計算書に関する注記

１．関係会社との取引高

営業取引による取引高

売上高 百万円

仕入高 百万円

営業取引以外の取引高 百万円

２．通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下げ額

売上原価 百万円

※うちビート糖事業における棚卸資産に係る簿価切下げ額

　売上原価 百万円

※ビート糖事業における棚卸資産の貸借対照表計上額

　商品及び製品 百万円

　仕掛品 百万円

３．固定資産売却益

　主に、東京都港区三田の本社ビル土地、建物の売却によるものです。

４．減損損失

当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

(1) 減損損失を認識した資産グループ

百万円

土地 北海道砂川市 百万円

(2) 減損損失の認識に至った経緯

　ビート糖関連施設につきましては、生産者の高齢化や労働力不足、肥料価格高騰、2023年度産原

料てん菜の低糖分による減収等の影響により、てん菜生産者の作付意欲が低下し、作付面積の減少

傾向が続いていることに加え、近年の天候不順に伴う不安定な原料品質やウクライナ情勢等の影響

による補助材料の価格高騰により製造コストが増加し、継続的に営業損益がマイナスとなっている

ことから、減損の兆候が認められております。当事業年度において減損の認識の要否について判定

を行った結果、割引前営業キャッシュフローの総額が資産の帳簿価額を下回ったため、帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当該減少額を特別損失に計上しました。

　賃貸用不動産につきましては、今後の使用が見込まれないことから、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を特別損失に計上しました。

(3) 減損損失の内訳

 （ビート糖関連施設）

建物及び構築物

機械装置及び運搬具

建設仮勘定

その他の有形固定資産 40

無形固定資産

合計

 （賃貸用不動産）

土地

48 

1,612 

5,334 

1,601 

20,479 

1,379 

6,986 

百万円

金額種類

13

百万円123

金額

北海道河西郡芽室町
北海道網走郡美幌町
北海道士別市
千葉県千葉市

84

5,666 百万円

減損損失

ビート糖関連施設
建物、構築物、
機械装置及び運
搬具等

5,666

賃貸用不動産 13

種類

2,374

百万円

百万円

百万円

百万円

用途 種類 場所

3,043

- 19 -



(4) 資産のグルーピングの方法

　当社は、原則として、事業用資産については継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分

を考慮し、賃貸用不動産及び遊休資産については個別の物件単位でグルーピングを行っております。

(5) 回収可能価額の算定方法

　ビート糖関連施設の回収可能価額につきましては正味売却価額を使用しており、時価の算定にあ

たっては不動産鑑定評価額等を勘案のうえ、算定しております。

　賃貸用不動産の回収可能価額につきましては正味売却価額を使用しており、時価の算定にあたっ

ては固定資産税評価額を勘案のうえ、算定しております。

Ⅴ．株主資本等変動計算書に関する注記

保有する自己株式数 普通株式 株

Ⅵ．税効果会計に関する注記

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（繰延税金資産）

未払賞与 百万円

退職給付引当金 百万円

償却費限度超過額 百万円

減損損失 百万円

その他 百万円

　繰延税金資産小計 百万円

評価性引当額 百万円

　繰延税金資産合計 百万円

（繰延税金負債）

買換資産圧縮積立金 百万円

固定資産圧縮特別勘定積立金 百万円

その他有価証券評価差額金 百万円

その他 百万円

　繰延税金負債合計 百万円

　繰延税金負債の純額 百万円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

　因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 ％

（調　整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 ％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 ％

住民税均等割 ％

試験研究費等特別税額控除 ％

評価性引当額の増減 ％

その他 ％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 ％

326 

2,872,818 

△ 144 

1,938 

0.9 

△ 0.9 

△ 5,785 

△ 395 

△ 8,878 

△ 5,154 

195 

1,382 

26 

3,869 

△ 1.3 

27.4 

3,724 

△ 0.4 

30.6 

0.8 

△ 2.3 

△ 1,497 

△ 1,199 
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３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
　「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立した
ことに伴い、2026年４月１日以降開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われること
になりました。
　これに伴い、2026年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金
資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6％から31.5％へ変更し計算しております。
　この変更により、当事業年度の繰延税金負債の金額（繰延税金資産の金額を控除した金額）は165
百万円増加し、法人税等調整額が0百万円、その他有価証券評価差額金が165百万円、それぞれ減少し
ております。

Ⅶ．関連当事者との取引に関する注記

子会社及び関連会社等

（単位：百万円）

ニッテン商事㈱ 所有 未払費用

直接100%

短期借入金

十勝鉄道㈱ 所有 短期借入金

直接100%

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注） １．代理店販売手数料は、市場の実勢価格を勘案して決定しております。

２．ニッテン商事に対しては、当社製品の販売を委託しており、これにより支払っている代理店販売手数料を注記し

　　ております。

３．借入利率については、市場金利を勘案して決定しております。

Ⅷ．収益認識に関する注記

　収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表と同一の内容であるため、注記を省略しております。

Ⅸ．１株当たり情報に関する注記

１．１株当たり純資産額

２．１株当たり当期純利益

10 

1,130 
資金の借入
（注３）

2,000 

1,130 

種類

　子会社

　子会社

議決権の所有会社等

の名称

2,000 

(被所有)割合

資金の借入
（注３）

取引金額 科目 期末残高

との関係

当社製品、原材料
の一部を運送・保
管、当社の土地、
十勝鉄道㈱の設備
の一部を賃貸借。
役員の兼任１名。

5,323 円 92 銭

236 円 63 銭

当社製品の一部を
販売委託等、ニッ
テン商事㈱から商
品の一部を購入。
役員の兼任１名。

62 

関連当事者 取引の内容

代理店販売手
数料の支払
（注１､２）
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